
都市圏全体で利害調整を 

 

大都市問題と政策を考えるうえで、小泉秀樹・東京大学教授の「コンパクトシティー

実現の条件(下)」の表題論稿（日本経済新聞 2020年 3月 3日朝刊）が参考になるので、

抜粋して紹介する。 

都道府県や関連市町村が参加する都市圏単位での持続可能性を追求したプランニン

グが重要であり、都市圏プランの策定と連動する形で、各市町村のプラン（持続可能性

計画）を策定し、必要に応じた立地誘

導や土地利用コントロールを行うこ

とが、人口世帯減少や少子高齢化が進

む日本においては必須といえる。その

際、必要となる政策を表に示した。 

欧米おける都市計画とは、都市を計

画することでだけではなく、農地や林

地を含んだ、自治体区域全体の土地利

用のコントロールを指す。 

日本でも、都道府県域全体か都市圏

全体（都市計画区域外を含む）を対象

とする包括的な計画が必要である。 

その際、現行の市街化調整区域や都

市計画区域外のスプロール（無秩序な

開発）や大規模開発をコントロールの対象とすることが重要な課題となる。 

都市機能誘導区域や居住誘導区域を狭めに指定し、コンパクト化することだけではな

く、調整区域や都市計画区域外を含め、小さな拠点的区域を多数設定するような自律分

散的都市構造を目指すなど、その地域の歴史文化的・環境的資源、居住や雇用の場の立

地、人口動態、公共交通サービスの現状などを踏まえつつ都市圏構造を検討し、デザイ

ンすることが不可欠だ。 

また、基礎自治体レベルの地域に密着した都市機能誘導の検討と、都市圏スケールの

持続可能性の検討を並進させる際には、地域間の利害調整のメカニズムを新たに創設す

る必要があるだろう。 

具体的には、プランによる土地利用コントロールと、それに伴い、特定地域に集中す

る開発利益や不利益を再配分（緩和）するための仕組み、例えば、土地利用計画および

コントロールと密接な連携をもった開発権の取引、税制的措置、債権、ファンドなどが

必要だ。 

                              (2022年11月14日) 

 


